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中原区役所

事業を募集します！

２２
年度

市

説 明 会
平成２２年１月１９日
１０時～１１時３０分
中原区役所会議室



中原区では、地域社会の抱える課題を解決するため、地域の

団体から地域の課題とその解決方法の提案を受け、地域の団

体と行政が協働で課題解決に向けた取り組みを行うことを目

的に「中原区市民提案型事業」を実施します。

地域の団体から提案を受けた事業企画案は、審査委員会に

より選考します。選定された事業は川崎市（中原区役所）と委託

契約を結び、その事業を行っていただきます。

この事業では、川崎市が定める“協働型事業のルール”に基づ

き、地域の団体と行政が協働で事業を実施します。

中原区市民提案型事業とは

中原区
市民提案型

事業とは

“協働型事業のルール”ってナニ？

区民と行政がそれぞれ単独で実施するよりも協働で行
う事により、より一層の価値を生み出す公益的な事業の
ことを協働型事業といいます。

協働を進める上での基本的なルールを定めたものが、
協働型事業のルールです。

①目的の共有 ②対等の関係 ③相互理解
④責任範囲の確認 ⑤透明性 ⑥振り返り

を６つの原則として定めています。

この制度では、２つの方法で事業提案・実施団体を募集します。

Ａ：区民が区民目線で地域の課題を発見し、行政と協働にて解

決を図る手法を提案し、協働型事業として実施するものです。

自由な発想で地域課題及びその解決手法を提案してくださ

い。※

Ｂ：区民会議など、地域の課題について審議・検討を進めている

組織から提案された地域課題に基づき考えられた解決手法

について、実践的な解決に向けた活動をする団体を募集しま

す。

※提案者は、その解決手法を主体的に実践して頂きます。

１



Ａ：事業提案を募集します

事業提案
を募集します

募集テーマは、

高齢者福祉、子育て支援、スポーツ振興、
安全・安心、防災、まちづくり、
地球温暖化防止 ※

など、地域社会が抱える課題の解決を図ることを目的とし

①地域性に着目し

②区民と行政がお互いの特性を活かす形で提案される事業

を提案できます。また、提案できる内容は、区が事業実施できる

事業の範囲内です。

また、提案にあたっては事業計画を立てるとともに、具体的な

活動内容を提案してください。

《事業予算》上限５０万円

事業実施
団体を

募集します

Ｂ：事業実施団体を募集します

募集内容は、

「まちの魅力発信フォトコンテスト」事業実施団体

です。
第２期中原区区民会議での検討テーマ「まちの魅力を見つけ

る」をうけて、区の魅力を発見し発信していく事を目的に「まち
の魅力発信フォトコンテスト」事業を実施します。

平成２２年度中に、区民からまちの魅力を伝える写真を公募

し、コンテストを実施する団体を募集します。

《事業予算》上限３０万円

※写真の募集に際しては、市の広報（市政だより中原区版、

中原区ホームページなど）を活用してください。

※写真の選考に際しては、区職員を選考委員に加えてくださ

い。

※写真の応募に際しては、区の広報などで活用する事を条

件として提示してください。

※その他、詳細については別途ご相談させて頂きます。

２



どんな団体が提案できるの

どんな
ひとが提案

できるの

提出
から決定までの

流れは

企画提案書
の提出

要件確認

書類審査
公開

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

Ａ：事業提案募集・Ｂ：事業実施団体募集 共に原則として中

原区内に活動拠点がある団体、区内で活動している団体で、中

原区を対象地域として事業を行える団体とします。団体とは、ボ

ランティアグループ・ＮＰＯ法人・町内会・自治会などです。

また、応募できる団体は組織の規約があり、予算・決算管理を

適切に行っている事が条件となります。

提出から決定までの流れは

所定の様式に、必要事項を記入し必要書類を添付して、中原

区役所２階企画課まで直接持参してください。

提出していただいた、企画提案書に基づき、市民、学識経験者、

行政委員で構成する中原区市民提案型事業審査委員会にて

選考し、区が採用の可否を決定します。

※なお、事業の決定は平成２２年度予算の確定をもって正式決定としま

す。あらかじめご了承ください。

●Ａ：事業提案募集では、書類審査を行い、別紙審査基準に基

づき審査委員により審査します。書類審査では、公開プレゼン

テーションに進むおよそ５事業程度を選考します。

●公開プレゼンテーションでは、Ａ：事業提案募集において書類

審査で選考されたおよそ５事業及びＢ：事業実施団体募集

に応募のあった団体について、別紙審査基準に基づき公開

で審査を行います。公開プレゼンテーションでは、平成２２年度

に実施するおよそ３事業程度（Ａ：事業提案募集）及び１団体

（Ｂ：事業実施団体募集）について選考します。

●公開プレゼンテーションで選考された結果は、区長に答申し区

の事業として決定します。
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どんな
経費が積算

できるの

どんな経費が積算できるの

Ａ：事業提案募集では、１事業あたりの事業費は、５万円～５０万

円程度、Ｂ：事業実施団体募集では、５万円～３０万円程度を予

定しています。事業実施にあたり積算できる経費は次の通りです。

①事業実施に必要な人件費

②講師・専門家・出演者への報償・謝礼

③会議開催通知や資料送付に必要な切手代など

④消耗品などの購入費

⑤専門知識・技術などを必要とする業務を外部に委託する費用

⑥会議室などの使用料

⑦保険料 など

※各種経費を積算する場合は、別紙「事業経費の考え方」を参

考にしてください。

※中原区市民提案型事業制度は、団体などへの補助・助成制

度ではありません。採用された事業は、区が業務委託契約を

結び実施するものです。事業費は区からの委託料のみで実施

してください。

委託契約って？

委託契約とは、区が行うべき事業を提案をした団体が
区に代わり実施するものです。団体が実施する事業は
「中原区協働推進事業」として実施していただきます。
従って、区は事業パートナーになります。
事業実施に伴う責任は増しますが、行政と協働にて事

業を実施するメリットは大きいはずです。

４



応募方法

その他

応募方法

【提出書類】

担当窓口（中原区役所企画課）で配布または区ホームページに

掲載する次の書類を作成・用意してください。

①中原区市民提案型事業企画提案書（第１号様式）

②事業予算書（第２号様式）

③団体概要書（第３号様式）

④団体役員名簿（任意様式）

⑤団体前年度収支決算書（任意様式）

⑥団体の定款、規約など（任意様式）

※区ホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/65/65nakahara/home/nakahara/index.htm

【提出期間】

平成２２年２月５日（金）必着

【提出方法】

直接お持ち下さい。

【提出先】

〒２１１－８５７０ 川崎市中原区小杉町３-２４５

中原区役所 企画課

その他

＊事業内容の広報

選考過程や事業実施の公平性・透明性を高めるため、提案さ

れた事業の概要・提案団体名・事業の実施状況・実施結果など

を区ホームページなどを通じて広報します。また、事業の写真な

どを掲載する事もありますのでご了承ください。

＊事業評価及び報告会

事業の完了時に事業の実施結果の自己評価及び完了報告を

して頂きます。また、事業完了後に、区役所が開催する区民報

告会に出席し事業の概要や実績を報告して頂きます。
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Ｑ１ 中原区市民提案型事業の位置づけは？

Ａ１ 中原区市民提案型事業は、地域の課題を解決する「モデル
事業」として位置づけ、単年度事業として実施していただき
ます。
新たな手法や視点から提案された各事業は、区ホームペー

ジや市政だよりなどの広報媒体を通じ、その取り組み状況や
成果を積極的に公開していきます。これにより、各事業の内
容や手法が、他の地域や団体に広まり、区内全体で地域課
題の解決に取り組む機会を増やすことを目指していきます。

Ｑ２ 単年度ではなく複数年度に渡り事業を行いたい

Ａ２ 地域社会が抱える課題は様々です。これと同様にその課
題解決に向けた取り組みも様々な手法が考えられます。区
では、限られた予算の中で、これらの課題解決に向けた手
法を探っていきます。このため、一つの事業は原則単年度の
委託契約となります。

Ｑ３ 現在、団体で取り組んでいる事業は提案できないか

Ａ３ 区域内で区や市民活動団体などが既に取り組んでいる事
業は原則として対象外となります。しかし、協働の観点から
新たな視点や手法などによる事業展開が含まれる提案に
ついては、対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせ
ください。

Ｑ４ 日々の活動を支援して欲しい

Ａ４ 区では、区民交流センター「なかはらっぱ」（区役所５階）を
整備し、地域で活動する市民活動団体を支援しています。
同センターは、会議室や印刷機などがあります。利用は登録
制となっています。詳しくはお問い合わせください。
《地域振興課》
電話：７４４－３３２４ ＦＡＸ：７４４－３３４６
ＵＲＬ：http://nakahara.genki365.net/

また、市民活動団体への助成制度として「かわさき市民活
動センター」が実施する「かわさき市民公益活動助成制度」
があります。詳しくはお問い合わせください。
《かわさき市民活動センター》
電話：４３０－５５６６ ＦＡＸ：４３０－５５７７
ＵＲＬ：http://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/
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